
【令和５年５月２日 保護者様配付文書より抜粋】 

 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

 

１ ご家庭での対応・ご協力いただきたい点について 

 

  ５／８以降の対応 

お子様 

健康観察 登校前に検温をしていただき、連絡帳に記入してください。 

体調不良 

（自宅） 

発熱、体調不良等いつもと違う場合は登校を見合わせていただき、

できる限り受診をお願いします。 

体調不良 

（学校） 

学校で発熱等体調不良が見られた場合は、今まで通りお迎えを依頼

させていただきます。 

感染時 

新型コロナウイルス感染症発症後５日間経過、かつ症状軽快後一日

を経過しましたら登校が可能です。（これまで通り、出席停止扱いと

なります。無理をせず、自宅療養をしてください。） 

同居の

ご家族 

体調不良 登校していただいてかまいません。 

感染疑い 登校していただいてかまいません。 

感染時 
登校していただいてかまいませんが、他の感染症での対応と同じく、

学校へお知らせください。 

保護者

の来校

時 

感染対策 検温、手指消毒にご協力ください 

教室への 

入室 

短時間でお願いします。また、医療的ケア等に係る付き添いについ

ては、その限りではありません。 

※行事等の対応については、その都度お知らせします。 

 

 

２ 学校での対応について 

 

  ５／８以降の対応 

お子様 

健康観察 登校時の検温等、これまでの対応を引き続き行います。 

給食 
小学部、中学部はこれまで通り各教室にて喫食します。 

高等部については食堂での喫食を再開しています。 

人数制限 
これまで通り換気に心がけ、できるだけ間隔を開けて授業を実施

していきます。 

教職員 

マスク これまで通り、着用します。 

給食 
これまで通り、介助中、マスク・エプロン・フェイスシールドを

着用します。 

換気 これまで通り、教室内の常時換気に努めます。 

 


